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高畠町空き家バンク登録物件改修等補助金 

 

補 助 内 容 

「高畠町空き家バンク」登録物件の改修等   

を行う場合に、対象経費の一部を助成します。 
 

※町内の建築業者等を利用する場合に限る 

補助対象者 

① 「高畠町空き家バンク」に物件又は利用希望登録を 

していること 

② 建築業者と工事請負契約を締結すること 

③ 補助対象者及び世帯員並びに施工する町内建築業者

等に町税等の滞納がないこと 

補 助 対 象 

空 き 家 等 

① 高畠町空き家バンクに登録された物件 

② 「補助対象者」と「空き家利用希望者」間で、賃貸契約 

又は売買契約がされた物件 

補助対象工事 

① トイレ、風呂、台所、洗面所等の改修・修繕 

② 内装、屋根及び外壁等、主要構造部の改修・修繕 

③ 家財道具等の運搬及び廃棄 

④ その他居住するために必要な住宅の改修・修繕 

補 助 金 額 
事業に要する費用の 2分の 1  

上限 5０万円（１，０００円未満切捨） 

お問い合わせ ： 山形県高畠町建設課 都市住宅係 

☎０２３８－５２－４４８１ 

 

 

 

 

 



高畠町空き家バンク登録物件改修等補助金 

≪通常 確認事項・手順表≫ 
 

事
前
確
認 

補 助 内 容 等  ▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 1条」、「第 2条」 

補 助 対 象 者  ▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 3条」 

補助対象工事 

・ 空 き 家 
 ▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 4条」、「第 5条」 

補 助 金 額  ▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 6条」 

申 

請 

者 

交 付 申 請 

 

！ 着 工 前 ！ 

 ▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 7条」 

 ◎提出書類 

 □ 交付申請書【様式第 1 号】 

 □ 事業計画書【様式第 2 号】 

 □ 資金計画書【様式第 3 号】 

 □ 賃貸契約書又は売買契約書 

 □ 改修等工事の見積書等の写し 

 □ 工事前の写真  ※A4 用紙に 3 枚程度の大きさで、各施工箇所につき 2 方向以上撮影 

 □ 改修承諾依頼書並びに承諾書【様式第 4 号】  ※賃貸契約の場合 

町 交 付 決 定 

 
▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 8条」 

 
◎申請書等審査、書類確認後、「交付決定通知書」にて申請者へ通知。 

 
※施工業者へ「決定通知書」の送付を希望される場合は事前にお知らせください。 

※交付決定通知の到着後に、補助対象工事を開始してください。 

※申請内容に変更等がある場合は、お早めにご連絡ください。※規程第 9 条 

申 

請 

者 
実 績 報 告 

 

！30日以内！ 

 
▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 10条」 

 
◎提出書類 

 
□ 実績報告書【様式第 8 号】 

 
□ 収支決算書【様式第 3 号】 

 
□ 改修等工事の請求書又は領収書等の写し 

 □ 工事中・完了後の写真  ※工事前と同方向で撮影 

町 補助金の確定 

 
▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 11条」 

 
◎報告書等の審査、書類確認、現地調査後、「補助金交付確定通知書」 

にて申請者へ通知。 

 
※施工業者へ「確定通知書」の送付を希望される場合は事前にお知らせください。 

申
請
者 

交 付 請 求 

 ▶別紙『交付規程』 ⇒ 「第 12条」 

 
◎交付確定後、「助成金交付請求書【様式第 10号】」に必要書類を添付し提出。 

町 助成金の振込 
 
▶上記の交付請求書提出後、振込み手続き開始。約10日～14日以内に振込み。 

 


